
2007─❸─広報さっぽろ西区

西区からのお知らせ

演
劇
を
見
て
、
学
ん
で
、

や
っ
て
み
よ
う

内
容　
「
琴
似
新
劇
団
物
語
」
の

観
覧
と
プ
ロ
に
よ
る
演
技
指
導
。

幼
児
か
ら
大
人
ま
で
楽
し
め
ま
す
。

日
時
・
場
所

▽
3
月
17
日（
土
）①
午
前
10
時
30

分
＝
手
稲
東
児
童
会
館
（
西
町
北

10
）
②
午
後
3
時
30
分
＝
は
っ
さ

む
地
区
セ
ン
タ
ー
（
発
寒
10-
4
）。

▽
3
月
18
日（
日
）①
午
前
10
時
30

分
＝
は
ち
け
ん
地
区
セ
ン
タ
ー

（
八
軒
6
西
2
）
②
午
後
3
時
30

分
＝
西
野
地
区
セ
ン
タ
ー
（
西
野

4-

2
）。

費
用
・
申
込　

無
料
・
不
要
。

詳
細
西
区
地
域
振
興
課
℡（
641
）2

4
0
0
内
線
252

区
役
所
へ
は
で
き
る
だ
け

公
共
交
通
機
関
で
お
越
し

く
だ
さ
い

　

3
月
か
ら
4
月
初
め
は
、
期
日

前
投
票
や
転
出
入
手
続
き
な
ど
で
、

区
役
所
・
保
健
セ
ン
タ
ー
・
区
民

セ
ン
タ
ー
の
共
用
駐
車
場
が
い
つ

も
よ
り
混
雑
し
お
待
ち
い
た
だ
く

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

お
越
し
の
際
は
、
で
き
る
だ
け

公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

詳
細
西
区
総
務
企
画
課
℡（
641
）2

4
0
0
内
線
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をお忘れなく!

届け出項目 転　出（西区から市外へ）
転　居 窓　

口

担
当
課市　内（西区から他区へ） 区内

住　民　票 ●転出届（転出証明書の発行）
　＊名前を確認できるもの

■転入・転居届（転出後14日以内に届け出）
　＊名前を確認できるもの

西
区
内
の
転
居
の
場
合
は
す
べ
て
西
区
役
所
に
届
け
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。（
手
続
き
は
「
市
内
」
と
同
様
）

1　

階

戸
籍
住
民
課印鑑登録カード ●印鑑登録証の返還　＊印鑑登録証 ･転入 ･転居届で自動的に住所変更

原動機付自転車
（125㏄以下）

●廃車届（廃車証明書の発行）
　＊標識交付証明書　＊運転免許証
　＊ナンバープレート　＊印鑑

･転入 ･転居届で自動的に住所変更 2　

階

課 

税 

課
固定資産税 ･ 土地 ･家屋の所在する市区町村へ連絡 ・転居届で自動的に住所変更

国民健康保険 ●脱退手続き（保険証の返還・14日以内）
　＊国民健康保険証　＊納付通知書

■住所変更の手続き（14日以内）
　＊国民健康保険証　＊名前を確認できるもの

3　

階

保
険
年
金
課

国
民
年
金

加入者 ・ 第１号被保険者と任意加入者の方は、転出先の
市町村でお問い合わせ

・ 第1号被保険者と任意加入者の方は、転入・転居届
で自動的に住所変更

受給者 ・ 転出先の市区町村に備え付けのはがきにより、
社会保険事務所あて送付

・ 転居先の区役所に備え付けのはがきにより、 
社会保険事務所あて送付

介 護 保 険

●脱退手続き（介護保険証の返還・14日以内）
　＊介護保険証　
・ 要介護認定を受けている方（申請中も含む）に
受給資格証明書を西区が発行

■住所変更の手続き（14日以内）
　＊介護保険証

各種減額等
認定証等

●減額等認定証等の返還
　＊減額等認定証等

■住所変更の手続き（14日以内）
　＊減額等認定証等

4　

階

保
健
福
祉
課

身体障害者手帳
療　育　手　帳

●福祉自動車燃料助成券の返還
●福祉タクシー利用券等の返還
●障害者福祉乗車証の返還
●療育手帳の返還
・身体障害者手帳は転出先で住所変更の手続き
　＊身体障害者手帳または療育手帳

■障害者手帳の住所変更の手続き
　＊身体障害者手帳、精神保健福祉手帳
■療育手帳の住所変更の手続き
　＊療育手帳

特別障害者手当
障害児福祉手当
経過的福祉手当

・転出先の市町村で住所変更の手続き
　＊ 身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、振込
口座の通帳

■住所変更の手続き
・身体障害者手帳、療育手帳の住所変更手続きと同時

児 童 手 当 ●消滅届 ・転入・転居届で自動的に住所変更

児童扶養手当 ●住所変更の手続き　＊手当証書 ■住所変更の手続き　＊手当証書（その他必要書類有り）

特別児童扶養手当 ・転出先の市町村で住所変更の手続き ■住所変更の手続き　＊手当証書

各種医療費の助成 ●受給者証の返還　＊受給者証 ■住所変更の手続き　＊受給者証

転　　　　校
（小・中学校）

・ 現在の学校から在学証明書と教科書給与証明書
をもらい、転出先の市町村へ提出
　＊在学証明書　＊教科書給与証明書

■ 転入・転居届を提出し、転入学通知書または入校票
を受け在学証明書と教科書給与証明書を共に学校に
提出
　＊在学証明書　＊教科書給与証明書

水　　　道 ・水道局電話受付センター（℡211‒7770　FAX211‒7777）へ転出・転入・転居の連絡

※ 上記に掲載したのは主な届け出項目です。転出・転入・転居の届け出の際、区役所戸籍住民課で、手続きを記載した一覧表をお渡しし
ますので、手続き漏れがないようご確認ください。詳細については各担当課にお問い合わせください。

引っ越しの際は、 ●印は、西区役所に届け出
■印は、転居先の区役所に届け出
＊印は、届け出時に持参する物

西区役所　℡641‒2400（代表）


